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規 則

支庁長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５３号

支庁長事務委任規則の一部を改正する規則
支庁長事務委任規則（昭和２３年北海道規則第８０号）の一部を次のように改正する。
企画振興部の項中「企画振興部」を「総合政策部」に改める。
農政部の項４の２の事項から４の４の事項までを次のように改める。
４の２から４の４まで 削除
農政部の項９の事項中「第６９条第１項」を「第６９条第１項から第３項まで」に改め、同項

１６の事項中「第２１条第１項」を「第５６条第１項から第３項まで」に改め、同項２５の事項を次
のように改める。
２５ 削除
農政部の項２６の事項中「北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例」を「北海道営草地整
備改良事業等分担金徴収条例」に改め、同項２９の事項を次のように改める。
２９ 削除
農政部の項３４の事項を削る。
附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、農政部の項４の２の事項から４
の４の事項まで、９の事項及び１６の事項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施
行する。
２ 北海道農家負債整理促進条例を廃止する条例（平成２１年北海道条例第４２号）附則第２項
の規定によりなお従前の例によることとされる利子補給及び損失補償に係る報告の聴取及

び調査については、なお従前の例による。
３ 北海道条例の整備に関する条例（平成２１年北海道条例第１５号）附則第５項の規定により
なお従前の例によることとされる分担金の徴収については、なお従前の例による。

保健所長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５４号

保健所長事務委任規則の一部を改正する規則
保健所長事務委任規則（昭和５７年北海道規則第１０号）の一部を次のように改正する。
第８号カ中「及び第３２条第３項」を「、第３２条第３項及び第３２条の３第３項」に改める。
第１４号ウ中「第３９条第２項及び第３項」を「第３９条第１項から第３項まで」に改める。
第３５号イ中「の受理」を削り、同号中メをレとし、マからムまでをラからルまでとし、同
号ホ中「（同法第３２条及び第３３条に係るものを除く。）」を削り、同号中ホをユとし、ユの
次に次のように加える。
ヨ 同法第５０条の２第１項及び第２項の規定による感染を疑う者に係る健康状態の報告及
び協力に関すること。
第３５号中ヘをヤとし、ノからフまでをミからモとし、ネをヘとし、ヘの次に次のように加
える。
ホ 同法第４４条の３第１項及び第２項の規定による感染を疑う者に係る健康状態の報告及
び協力に関すること。
マ 同法第４４条の３第４項及び第５項（これらの規定を同法第５０条の２第４項において準
用する場合を含む。）の規定による食事の提供等及び実費の徴収に関すること。
第３５号中ヌをフとし、ニをヒとし、ナをハとし、トをネとし、ネの次に次のように加える。
ノ 同法第３６条第３項（同法第５０条第４項において準用する場合を含む。）の規定による
掲示に関すること。ただし、ニに掲げる事務に係るものにあっては、知事が自らその権
限を行うことを妨げるものではない。
第３５号中テをヌとし、ツをトとし、トの次に次のように加える。
ナ 同法第３２条第１項及び第２項の規定による建物に係る措置に関すること。
ニ 同法第３３条の規定による交通の制限等に関すること。ただし、知事が自らその権限を
行うことを妨げるものではない。
第３５号中チをテとし、カからタまでをクからツまでとし、オの次に次のように加える。
カ 同法第１５条の３第１項の規定による健康状態の報告及び質問に関すること。
キ 同法第１５条の３第２項の規定による健康状態に異状を生じた者等への質問及び調査に
関すること。
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附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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